
平成 21年度 (2009 年度)

生活者ネットワーク 予算要望       )

に 関 す る 検 討 の 状 況

練   馬   区   
′



平成 21 年度予算編成に対する会派要望に係る回答について

「区分」欄の記号による類別

回答を補足し、趣意をより明瞭にするため、記号によって類別しています。

(1) 対応状況による類別

様式の区分欄に、次の対応状況のうち、該当する記号を類別しています。
と既に対応を実施している。                    →
・～年度から対応を実施する。                   →
'～年度から対応を検討している。または、対応に向けて検討を始める。→
・対応は、困難である。 →

(2) 対応方法による類別

上記(D の類別で、A～C については、次の対応方法のうち該当する記号を併記しています。・予算措置による対応 → ①・事務事業の執行方法等による対応 → ②・国、都、その他の団体への働きかけによる対応           → ③

(3) 実施予定年度
上記(1)の類別で、B 、c については、実施予定年度を数字で併記し、明らかな理由により
予定年度を特定できない場合は 「* 」を併記しています。
[記号記入例]

区 分 課

B21②

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

区 分 課

A①

予算措置により既に

対応している場合

平成 21年度から対応
を予定している場合

区 分 謀

A①
C*①
一部は既に対応しているが、
T 部は検討中の場合



整理番号 要望事項 回答 回答区分

０

C *②

０２

骸観幣晨鷺慶昼 平和に関する

署賢喜蚕警蟹寧語
を行い、総合的に

C *②

０３

震喬糠 無防備地域宣言は考えていません。

Ｄ

０４

暑唇呂暦雪樹倉置 ギ
しています。

②
一
Ａ

０，０

畳督雪暑母暑Fぶ 竪骨軍
烈あ霊漢堤官白鋤

~
Ｄ

０６

区報に憲法関連記事を掲義

壇富払: 憂続壕晨掛暮R 髭居? 男豊
を継続します。

Ｄ

０７ 目治基本条例を早急に制定するこ
と。

計馴鞍 噺秘軽罫需
す。

C*②

０８

堅暴層霜2弓暑宮雷皆声
せ1練馬区警し 饂

見をお聞きしながら検討を進めていき
ます。

②Ａ



０９ 政策形成段階から市民を参画するこ
と。

附属機関等委員の区民公募作を設
定し、また、構想等に対する区民意
見反映制度の導入により、政策形成
段階からの区民参加 口参画の充実を
図つています。

①Ａ

００ 政策形成過程から情報公開をし、そ
の過程を公文書として残すこと。

情報公開条例、「附属機関等の会議の公
開および区民公募に関する指針」等に基
づきt情報公開を進めています。

Ａ②

０ 財政状況や、政策の執行状況につい
て一方的に知らせるだけでなく、区
民の質問にも答えられる説明会を実
施すること。

区民説明会を行う予定はありません
が、引き続き区報ロホT ムページの活
用,充実に努めています。

Ｄ

０２ 区民の自発性に基づく市民活動やN
P O 活動を支援する事業を見直し、
利用しやすいしくみにすること。支
援のあり方を区民とともに検討する
こと。

練馬区N PO 活動支援センタ三百育頭
立してo年度目にあたる平成20年度
に、学識者や公募区民にょる活動評価
および事業改善検討会を実施しまし
た。それらの結果をもとに、今後の事業
の充実につなげていきます。

B21②

０３ 2000年度版財政白書を区民参加で好
定すること。 湿球鉾:畿 忌餓 事

とは困難です。

Ｄ

０４ 区民にわかりやすい財政パンフレッ
トをつくること。 議異認料乳滉誌

D

０５ 区三催の財政説明会コ講座 ・学習会
を開催すること。また、区民が独自
で開く、財政学習会などに支援する
こと。

区財政の説明会等の雨雇石房克て下
ません。区民が開く学習会等に対して
は、可能な範囲で支援します。

D 口A ②



０６

D

170

手岩晉富ゴ益亮轟母
事項!あ`れば指導

①Ａ



０８ 区の施策を男女平等の視点で検証
し、結果を公表する―こと。新基本構
想や事業計画の策定時にも同様の視
点でチェックすること。

辞栓     瓢諦
目」として練馬区男女共同参画施策推

進憲覇窒た健電唇橿最す播 雇r
ホ‐ムページで公表しています。
新基本構想については、21年3月に予
定されている基本構想審議会の答申を
受けて、区として素案を作成し、区民ロ
区議会のご意見を踏まえながら策定し
ます。

②①Ａ

０９

暑祭嵩暑雪晶雪骨揖路倉唇畳橿繁
と。

済濯尾観摯電皆駐あ督舞肝
ら、仕事と家庭の両立を図ることが必

艶ぺ雪居母鍼阜

①Ａ

００２

暑書晏雷暑を寓景管置書観
現時点では、その考えはありまざ下
ん 。

Ｄ

召昌暑讐畳晶争暑
Ｄ

０２

言景
勢閣墓景
甲良畳,倭肩練

０２２

裾霊轟ダ君吾と声 ます多
度も現行の ①へ



230
②Ａ

240

豊暑骨害奈暑き言F松郵 雪晏ユ男写子暫官本当室口磐夏培ぃ
Ｄ

250

ら景書雪晨層箸言畳営暑唇:官Fも
D

260

ど言言昏雪景魯暑昌言景雪ョ1讐革言
②Ａ

270
③Ａ



０８２ 障がい者の権利条約に則つた学校で
の支援体制を充実させること。学校
巡回相談員 口学級経営補助員を増員
すること。介助員の配置を拡大し、
家族の負担を軽減すること。

障害のある児重 口生徒の通学に関
する移動介助については、現在、移
動支援事業を実施しています。
学校巡回相談員の人数について
は、学校からの相談件数等の推移を
見ながら引き続き検討を行います。
介助員については、平成21年4月
から従来の学級経営補助員コ指導縮
佐に代わり、学校生活支援員 (非常
勤職員) 等を設置し、特別支援教育
の充実を図ります。

A ①
B21②

2 90 就字支援委員会を廃上し、新入学予
定者全員に入学通知を送ること。児
童 口生徒と保護者の意向を尊重し、
区立小中学校での受け入れがスムー

ズに行われるよう支援すること。

入学 (就学) 通知害は新入学予定者
全員へ発送しています。
就学相談においては、児童 =生徒と
保護者の意向を最大限尊重しながら
実施しています。
今後とも、小中学校との連携を緊密
にして、スムーズな受け入れを行っ
ていきます。

①Ａ

００３ 40人学級を見直 し、少人数学級の導
入について調査 口研究 口検討するこ
と。

少人数学級の導入については、教廟
員の確保等の課題があることから、
実施は困難です。

Ｄ

０３ 教育委員会として登校支援シー トや
報告書などを精査 し、教員の事務作
業を軽減すること。

登校支援シートは現場の教員も検
討に加わって作成したものです。
書式や作成 E提出の方法について
は必要に応じて見直しをしていきま
す。

A ①

０２３ 学校事務員や用務員の非常勤イEをや
めること。 浸讐説鱈環

勤化は今後可
なお、用務員の非常勤化は現在考
えておりません。

A19
D



330 学校統合による新検め開校に向け
~

学校用務員の増員は考えておりませ
ん。

B 21①
D

０４３ 区立学校の適正配置は統廃合ではな

準ち督唇挿
全体のキ区域の見直しで雪率犠儀鋪勢劉 晶尻、

撮在増こ亀襲岳あ鰹端暑により、適正規模の確保に努めます。

D

350 学校教育において 「日の丸」 「君が
代」や 「心のノー ト」で回一的な愛
国心を押しつけないこと。

墨鼻堰冒震雷振書ぼFI麟

暑畳ち居暑暑母: こ猛[ 暑匙力撮岳
情操と道徳心を培うよう指導してい
ます。

A ②

360

景緩蓄握轟?『轄釜岩経棋た晏垢ち
こと。

要保護児童の一時保護、施設入所の
指置は東京都の所管となつており、
東京都に働きかけていきます。

370

鋸衰偏握岳招卓撞培猿整磐所得豪亨
カウンセリングなど精神面の支援を
充実させること。

暑扇長握2審恐曾そ晨督愁唇稽轟望聴訂
悪善済聾墨&呈喜習嬰経裏堪遷すみ重
喜禦押輩尋覆植搭歎訴ごら蓬擢たまτ
支援をしています。



人及び家族非課税) に対して、都制
度だけでなく区独自ですべてのサー

ビスの軽減を継続していくこと。

免について都が実施する限りt 区と

ネ手t
ま引き続き実施をしていく考え

付護保険の保険料は[
ド式設定にすること古

介護保限法の改正をお、まえながら、
第4 期事業計画期間は第3 期より多
段階化する方向で検討しています。
区独自にスライド式設定をすること
は困難です。

墓と霜覆こP 晨長督魯宕居盆番雪覇
り調査を実施すること。 (現状は介
護保険の枠や規制にとらわれすぎ

喜及型展言懇告客香審振や
つ午十
~

露う計奮麗讐蟹轟覇馨璽響窒霜[宅
います。

に積極的に出向き、区民の声を聞く
こと。また、学習会などを開くこ
と。

には、公募区民6 名が含まれてお
り、区民意見が反映できるものと

を目雪畳誉F鷺秩忌:1暑唇景佑膏

あ≧患採磐鎌完ぞ3奎言宅食蓄据
険

で、記載すること。

十朋Z l手 4月はか ら|ますド護付末1償バ ン

ョレットに介護保険制度の理念を掲
載 します。



０３４

た取組みを検討していきます。

I
C*
▼?丹

０４４ 日中独居の高齢者に前丁て亨〒充万

食曇緊慾基魯零雪督唇戸
るために会痛と言彗母景岳窪者暑常首陥
黙ヤ岩覆貫壇L目機爵?警学F

です

①Ａ

4 50

源楢匡蓄子盆努高おほ需給讐騨
なく利用料の助成をしていくこと。

低所得者 (世帯非課税) に対して
は、居住費 ・食費の減額措置を既に
講じています。

①Ａ

０６４

孟唇賃蓄學畳言習震尚書寮鸞
と。

母子加算 口老齢加算の廃上はt可訂
において充分に時間をかけて検討さ

笛央源暑亀重量に増試喜法磐見暮と、
ません。

Ｄ

470 高齢君 ・障がい者の住宅政策をて
ること。安定した居住の確保は生き
ていくため、まず一番必要なもので
ある。行政として、民間にすべてま

省う雪9覆省右モ撻甚敏薬倉宅言盲
べき。区民参加で協議会をたちあげ
ること。     ト

高齢者・障害者向け住宅施蕨両扇戸
り方については、今後予定している
住宅マスタープランの改定に合わせ
て検討します。

２
②
Ｃ２
①



０８４ 難病用シヨー トステイは、日六光が
丘病院 ・順天堂病院での受け入れを
進め、都の制度内の対応のため患者
は遠くまで移動しなくてすむように
すること。

現状では、日天練馬光が丘病幌な
らびに順天堂練馬病院において、在
宅難病患者の緊急T 時入院に対する
ための病床を確保することは困難で
す。

Ｄ

490 医療が必要な人が安心して在宅で生
活ができるよう、地域ケア体制を整
備する。医療 口福祉 B保健のネット
ワーク協議会に公募区民や家族会の
参加で当事者本位の体制をつくるこ
と。

今後の検討課題であると考えま
す。

Ｄ

００５ 原衰型病床の縮小に伴う地域の医療
体寄1弱体化に対し、区として積極的
に対策をとること。

限られた医療資源を有効に活用で
きるよう、医療機関との連携を深め
ていきます。

C *③

０５ 安心して医療が受けられるよう地域
医療システムを作成すること。核に
なる病院と地域にある医院との連携
をつくる。特に当事者、家族が在宅
から入院、入院から在宅が安心でき
るよう家庭医などもふくめ体制づく
りをすることど

区内および二次保健医療圏内にお
いて、脳卒中や精尿病など疾病ごと
の医療連携を進める中で、体制づく
りを行つていきます。

C *②

０２５ 病後児保育事業は区内でバランスよ
く対応できるよう支援を拡充するこ
と。

冥績加算分の単価を増額します。ま
た、利用実態に応じた定員の見直し
を行いました。

321(D
A②

０３５ レジ袋自J滅に円けて、事業者と消賓
者参加の協議会を立ち上げる。

ごみ減量に向けた、区民 B事業
~

者 `区の三者による懇談会の開催を
検討します。

C*!(抄



０４５

字景療螢1雪暑思縁あ
は今後とも検討します。

②＊
Ｄ

Ｃ

０５５

撃醤暑冒置ξ暑魯
り実施されており、区として規制す
る予定はありません。

D

０６５

室塁季君y
ク
?
重金属
?
規制を甲ヘ

番禄暑畳楔S猪整畳暑羅
対策を施していることから、国への
要望は考えていません。

Ｄ

570

警↑母齢
浸透するまで細かく行なう。

今後も新分別について区報 !パン
フレット等により周知活動を継続し
ます。

②Ａ

580 説明会ではコス ト面 (税お

雪畳魯3皆F
言二課親基蔀粛蕎暮言

階客屋嘉ヤ黒里墳頚壼び警尿皇啓
いきます。

Ю

5 90 リサイクル推進員制度をつくり、担
い手をリサイクルセンター協力員、

畳君遷含告F
方と層号『醤悟詔香展

掃挺蓬違晶蜜喬患晶管もご閣
拾手習留と墨察督書十舎ブお坐協男
景と垂デ!
ミ
為奮覇皇縁害嬉岳呂研享

せん。

D



００６

悪傘母
J
好勝 ,;靭 三に需

る。

０６

写ま旨富た8雪雰肝宮芦窪竪絶翌鳥 ②Ａ
Ｄ

０２６

昌留昆唇喜逢資た と宗l旨景容緩昌罫 C* 2

630

言え雷F最暑懇 的
Ａ②

64 0

掌登憲誉EttS居鷺畳告書骨冒3ユ
②Ａ

０５６

D



660
Ｄ

６ ０７ 1学校エコマイレージ正電電事正ア
~

て、エコ活動を広げる。 と置岳3ラ ヘ
讐見宮注給雰黎曾盛景ぞ言撃脹層君
けるエコ活動を推進していきます。

①

＊①

Ａ

Ｃ

０８６

省詣冒岳信讐畳岳骨阜ニ
リT 卜を敷き詰めない)

縛1韮檎 鏑圏需要

讐暑魯改警善麓賢肇喜誓〉堰詔埋
こ
②Ａ

690

冒う】居岳醇縁暑
る。

躙 愁品蟹翻
昭居爆藩審寵斬岳ふ 京ら雨水

麟督暑智督鞣筆翠謡

A①②

００７ ヒー トアイラン ド化対策を可

&絲基P高露鎌≧婿な
i
磐舗装、遮熱

区全体の温暖化対策を総合的、訂
画的に進めるため 「地球温暖化対策
地域推進計画」を平成20年度中に策
定し、緑化の推進等によると― トア
イランド現象の緩和対策にも取り組
んでいます。

①Ａ



7 10 太陽光発電の普及を進めるため率万
して公共施設に設置を義務付ける。 用歴考棟啓ほr 擦農査握捨害昇g y

ントシステムの中で、施設計画にあ
たり導入効果を検討し、設置を図る
としています。また、設置の義務付

旨」予累盤に繁iサ宕者空講縁幹竺嘉葵
に係る今後の課題であると考えてい
ます。

①
Ｃ

Ａ

Ｃ

０２７ 事業所、家庭の太陽光発電球
援し、電力会社に高く売電できるよ
う国にはたらきかける。

がF暑冒秀吾昏習操臣榛数縣
言籠霙警違孟筈武言學デ全宮母若す

A①③

０３７

雪橿]言ユ露石ユ写撃罪騨
①Ａ
Ｄ

０４７

暑F
需晶取窮豊S経民所桑就軍

AC9



750

暴丹9争堅啓ほ 各駅前に大木を植え再百西正巧下
ては、場所の確保や維持管理などに ネ②

Ｄ

Ｃ

760

昌藝
見を聞きながら実施していきます。

Ｄ

０７７

昌霊曇留冒暑看需桑整橿手8F
と。
導菜 贈
ます。

発 鵡 済聾混暑隷 離 。

C21①
A①‐

０８７

己F桑是系種窒奮蛇戦胃縁霜客暫言
こと。

公共交通空自地域改善訂画に基づ
き、対応を図ります。

B21②

790 区内の各バス停にベン亨花孫乖郵ヨ「
る木を設置すること。

コミュニティバスについては、バス停
設置先の道路状況を踏まえ、バス利用
環境の改善に向けた検討を開始しま
すとまた、民間バス事業者に対しては、
パス利用環境の改善に向けた要請を
行っていきます。

C21②



００８ 景観条例を区民参加や事業者で策定
すること。
→景観条例を区民や事業者の参加で
策定すること。

景観計画および条例の策定は、様々
な方のご意見を伺いながら行つてしヽく
予定です。来年度には、区民懇談会等
の開催を検討しています。

B21①

０８ 大気汚染状況を継続的に測定する箇
所を大幅に増やし、測定項目は東京
都実施の項目と同等以上、一般環境
と自動車排ガスの両方とすること。

平成19年度に環状八号線に高松一

T 目測定室 (窒素酸化物計 "浮遊粒
子状物質計) を新設設置し、谷原測
定室、長光寺橋測定室に浮遊粒子状
物質計を設置充実し、20年度から評
価しています。今後、限られた測定
体制の中で、的確に環境把握を行う
とともに、測定室のローテーション
使用等効率的運営を行つていきま
す。

①Ａ

820 ヒートアイランド化防止対策のた
め、区内の現況把握をへて、優先的
に対策を実施すべきエリアを抽出す
る調査をすること。

ヒー トアイランド現象は区の区域
~

を越えた現象であり、現況を把握す
るためには、都 ・県もしくは国レベ
ルで広域的かつきめ細かな調査を行
い、原因の分析や局所的な対策を模
討する必要があります。

D

０３８ 区の 「アスベス ト飛散防止条例」の
実効性を確保するためt 新たに老朽
化建物が多くある地域や、応急対応
で封じ込めを行つた場所周辺地で、
飛散濃度の測定をすること。

区内の大気中のアスペスト濃度訂
査は平成18年度から、地域を代表す
る4地点を定点として、継続的に測
定を行つています。なお、吹付けア
スペスト等の一定規模以上の除去エ
事に際しては、東京都環境確保条例
で敷地境界において工事前、中、後

騒溶昨宅識啓辱ヂ
査を工事業者に義

①Ａ

０４８ 都市計画は多様で複雑化しているの
で、区民に既決定分などを的確に紹
介する冊子を発行すること。

区に関わる既決定の都市計画につい
ては、都市計画の区域および概要を示
した、都市計画概要図および用途地域
図を既に発行しています。

①Ａ



０５８

晶暑啓客暑暑増暑雷景ボ
た地点で行う。

冒難督
地下水の有機塩素系溶剤汚染や、地
下水と土壌のダイオキシンについて

学:
既!こ定期的に調草

をイ予つ下いす

①Ａ

860 災害時にお年よりや障害者、子ども
~

督智Fできる地域のしくみをつくる
平成19年度に高齢者や障害誠
の災害時要援護者を支援するための
名簿を作成しました。また、平成20
年度からは、地域において災害時の

溢習楯稽釜箕暑曇畠呂セ際曇寧掛
組

A ②

870

条る義習と鞠掘紺錯岳ず
活断層調査を行なうこと。

例通、猛れ券編穫紀誉靖艦
取り組む場合の規定を定めたもので
す。そのため、特定の被害想定は行つ
ていません。
なお、現在の区の震災関係の計画
は、都の「首都直下地震の被害想定」
のマグニチュード6 9か7 3を想定して策
定しています。
区において活断層調査を行う予定は
ありません。いくつかの調査機関による
調査で、練馬区の近くには埼玉県入間
市から青梅市Bサll崎市を経て府中市に
かけて約30km にもわたる立川断層が
あること力`わかっています。

D


